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序章 計画策定にあたって 序章 計画策定にあたって 序章 計画策定にあたって 序章 計画策定にあたって 

 

1 特定健診・特定保健指導の導入の要旨 

 

健診等の保健事業については、従来より老人保健法に基づいて実施されてきたところであ

る。 

しかし、健診後のフォローアップ等については、マンパワー不足等の諸問題があり、健診

後の保健指導が徹底されていなかった。 

このため、健診・保健指導については、 

（１） 特定健康診査等を適切に受診することで、医療費適正化の効果が期待され、保

険者が大きな成果を出すこと。 

（２） 健診・保健指導データとレセプトデータを突合することで、より効果的な方法

等を分析できること。 

（３） 健診、保健指導の対象者把握及び管理が行いやすいこと。 

の３点から、保険者が実施主体となることにより、被保険者全てに対する健診が充実し、健

診受診率の向上が見込まれるほか、十分なフォローアップも期待できることから、保険者に

その実施が義務付けられる。 

上記の趣旨により、伊達市国民健康保険の保険者である伊達市は「高齢者の医療の確保に

関する法律」に基づき、平成２０年度から、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び

特定保健指導を行うこととする。 

 

２ 特定健診・保健指導の対象となる生活習慣病 

 

特定健康診査・保健指導の対象となる生活習慣病は、内臓脂肪症候群（メタボリックシン

ドローム）の該当者・予備群とする。 

 

３ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目する意義 

 

平成１７年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同で内蔵脂肪症候群の疾患概念と診

断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を惹き起こす病

態であり、それぞれが重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内

臓脂肪を減少させることで発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としている。 

内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、また発症した後

でも血糖、血圧等をコントロールすることにより、狭心症等の心疾患、脳梗塞等の脳血管疾

患、人工透析を必要とする腎不全などへの進行や重症化を予防することが可能であるという
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考え方である。

内臓脂肪症候群の概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、

血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心疾

患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因となることを詳細にデータで示すこ

とができるため、健診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやす

く、生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになると考えられる。 

 

４ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な考

え方について 

 

これまでの健診・保健指導は、個別疾病の早期発見、早期治療が目的となっており、そのた

め、健診後の保健指導は「要精検」や「要治療」となった者に対する受診勧奨を行うこと、ま

た、高血圧、高脂血症、糖尿病、肝臓病などの疾患を中心とした保健指導を行ってきた。 

特定健診・特定保健指導は、内蔵脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改

善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが目的となる。 

生活習慣病は、自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機

会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行う。 

 

５ 計画の性格 

 

この計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律第１８条 特定健康診査等基本指針」に基

づき、伊達市国民健康保険が策定する計画であり、福島県医療費適正化計画等と十分な整合性

を図るとともに、健康増進法第９条に規定する健康診査等指針に定める内容に留意する必要が

ある。 

 

６ 計画の期間 

 

この計画は５年を１期とし、第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、５年ごとに見直

しを行う。 
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７ 伊達市国民健康保険の現状 

 

伊達市は、人口約 69,300 人、国保加入被保険者は約 27,800 人（加入率 40.1％）であり、そ

のうち特定検診・保険指導の対象である 40～74 歳は約 15,300 人（55.0％）である。 

 平成 18 年度基本健康診査結果データから見た国民健康保険加入者全体の受診率は約 37.5％で

あるが、特に 40～59 歳までの受診率が男女とも低い。 

医療の状況（平成 19 年 5 月診療分レセプト）は、高血圧性疾患の受診率が 18.92％(県平均

18.63％)、糖尿病による受診率は 4.7％（同 4.011％）となっており、ともに県平均を上回って

いる。また、点数で見ると高血圧性疾患 6,493 千点、糖尿病が 3,030 千点となっており、高血

圧性疾患が、受診率・点数ともに全体に占める割合が高い。また、脳血管疾患による受診割合

（2.96％）は県平均（2.81％）より高い状況である。 

 


